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【図表3-4-44　世帯単位での家事関連時間のばらつき（平日）】
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（備考）
１. 総務省「社会生活基本調査」（2016年）より作成。
２. 「夫婦と子供の世帯」、「夫婦、子供と両親の世帯」及び「夫婦、子供とひとり親の世帯」の合計をもとに算出。
３. ６歳未満の子どもをもつ妻・夫の１日当たりの家事関連時間（平日）。
　  ※家事関連時間・・・「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計時間
４. 四捨五入により、必ずしも合計が100%にならない場合がある。
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妻の家事関連時間と夫の家事関連時間には関係性
が見られず、妻が有業である世帯においても、夫の
「家事関連時間なし」の割合が半数を超えています
（図表3-4-44）。

10．�配偶者との関係や両親から受ける�
影響

今後、高齢化の進展が見込まれる中で、仕事と介
護の両立も重要な課題です。

2025年には、総人口に占める65歳以上の人口の
割合は、現在の26.9％から30.0％に上昇すると推
計されています。また、75歳以上の人口の割合も上
昇し、65歳以上の高齢者全体の約６割が75歳以上
となると見込まれます（図表3-4-45）。

【図表3-4-45　75歳以上の人口割合（将来推計）】

（備考）
2015年は総務省「国勢調査」（年齢・国籍不詳をあん分した人口のうち日本人の総数）、
2025年は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）」（出生中位・死亡中位）より作成。
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11．仕事と介護の両立をめぐる状況
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【図表3-4-46　要介護者等からみた主な介護者の続柄】

主な介護者を見ると同居の親族（配偶者・子・子
の配偶者等）が58.7％と中心であり、そのうち男
性の割合は34.0％まで上昇しています（図表3-4-

46）。また、同居介護者を年代別にみると、男女と
もに50歳代から割合が高くなっています（図表
3-4-47）。

（備考）
1．厚生労働省「国民生活基礎調査」（2016年）より作成。
2．2016年の数値は熊本県を除いたものである。
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【図表3-4-47　主な介護者の構成割合】

（備考）
1．厚生労働省「国民生活基礎調査」（2016年）より作成。
2．熊本県を除いたもの。
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介護や看護を理由とした離職・転職者数は、
2016年10月から2017年９月の１年間で９万
9,100人となっています。これを男女別に見ると、
女性の離職・転職者数は７万5,100人で、全体の
75.8％を占めています（図表3-4-48）。

また、男女・年齢階級別に割合を見ると、男性は
60代が最も高く39.6％となっており、次いで50代
が27.1％となっている一方、女性は50代が最も高
く40.2％となっています（図表3-4-49）。

【図表3-4-48　介護・看護を理由に離職・転職した者】

（備考）
１．総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成。
２．複数回離職・転職した者については、前職についてのみ回答しているため、前職以前の離職・転職については数値に反映されていない。
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【図表3-4-49　介護・看護を理由に離職・転職した人の年齢構成割合（2016年10月～2017年９月に離職・転職した人）】

（備考）
1. 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成。
2. 複数回離職・転職した者については、前職についてのみ回答しているため、前職以前の離職・転職については数値に反映されていない。
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親の介護や手助けを機に仕事を辞めた人につい
て、仕事を辞めた理由をみると、男女とも「仕事と
『手助・介護』の両立が難しい職場だったため」の
割合が６割以上と、他の理由と比較して非常に高く、
大きな理由となっている様子がうかがえます。次い

で、男女とも「自分の心身の健康状態が悪化したた
め」の割合が高くなっています（図表3-4-50-①）。
また、仕事を辞めた際には、男女とも就業を「続
けたかった」が最も高く過半数を占めています（図
表3-4-50-②）。

【図表3-4-50-①　手助・介護を機に仕事を辞めた理由】

（備考）
1. 厚生労働省委託事業「平成24年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（2013年　三菱 UFJリサーチ＆コンサルティン
グ株式会社）より作成。

2. 調査対象は、40歳代～50歳代の正社員及び介護離職者（離職前は正社員）。
3.「手助」とは、定期的な声かけ（見守り）、食事のしたくや掃除、洗濯などの家事、ちょっとした買い物やゴミ出し、通院の送迎や外出の手助け、入
   退院の手続や金銭の管理等。
4. 複数回答。
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護」に専念することを希望したため

自身の希望として「手助・介護」に専念したかったため

要介護者が「手助・介護」に専念することを希望したため

「手助・介護」を機に辞めたが、理由は「手助・介護」に直接関係ない

その他

無回答

（n=525）離職者／男性 （n=469）離職者／女性

（備考）
1. 厚生労働省委託事業「平成24年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（2013年　三菱 UFJリサーチ＆コンサルティン
グ株式会社）より作成。

2. 調査対象は、40歳代～50歳代の正社員及び介護離職者（離職前は正社員）。
3. 「手助」とは、定期的な声かけ（見守り）、食事のしたくや掃除、洗濯などの家事、ちょっとした買い物やゴミ出し、通院の送迎や外出の手助け、入
退院の手続や金銭の管理等。
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【図表3-4-50-②　手助・介護を機に仕事を辞めた時の就業継続の意向】
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介護、看護のために離職し、調査時点で無業者の
うち40歳代で約７割、50歳代で約６割、60歳代で

約３割が就業を希望しています（図表3-4-51）。

【図表3-4-51　介護・看護を理由に離職した者の年代別無業者に占める就業希望者の割合】

（備考）
1. 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成。
2. 2012年10月以降、５年間に前職を辞めた転職就業者及び離職非就業者。
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育児・介護休業法に基づく介護休暇制度の規定が
ある事業所（従業員５人以上）の割合は、60.8％と
2014年度の調査（62.2％）、前年度の2017年度の
調査（64.8％）より低下しています。事業所規模

が大きくなるほど規定がある事業所の割合が高く、
100人以上では規定の整備状況が９割前後に達して
います（図表3-4-52）。
一方、利用状況を見ると、介護休業等制度を利用
した雇用者は、55 ～ 59歳で女性33,400人、男性
21,400人と最も多く、40歳代後半から60歳代前半
が多くなっています（図表3-4-53）。

12．企業における両立支援の状況

【図表3-4-52　事業所規模別介護休業制度の規定あり事業所割合】

（備考）
厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。
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【図表3-4-53　介護休業等制度の利用者数（男女別）】

【参考　介護をしている雇用者の年代別割合（男女別）】

（備考）
1. 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成。
2. 会社などの役員を除く雇用者。
3. 調査実施（2017年10月1日）までの１年間の状況についての回答。
4. 「介護休業等制度の利用者数」とは、「家族の介護をしていますか」という質問に対して、「介護をしている」を選択した者のうち、「この１年間に
介護休業などの制度を利用しましたか」という質問に対して、「介護休業」、「介護休暇」、「短時間勤務」、「残業の免除・制限」、「その他」のいずれ
かについて「した」を選択した者
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1. 総務省「平成29年就業構造基本調査」より作成。
2. 会社などの役員を除く雇用者。
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各企業における仕事と介護の両立に関する支援制
度や職場環境整備の状況をみると、社内の取組に対
する経営トップの対応状況としては、「推進担当部
署に任せている」が最も多く、約半数を占めていま
す（図表3-4-54）。

また、労働者の介護の実態やニーズを把握してい
る企業について、介護ニーズの把握方法をみると、
「相談があった人について実施している」が最も多
く75.8％となっています（図表3-4-55）。

【図表3-4-54　仕事と介護の両立支援の取組に対する経営トップ対応状況（企業調査）】

【図表3-4-55　介護ニーズの把握方法（企業調査）】

経営トップ自ら
積極的に推進している

13.7%

推進担当部署を
設置し、当該部署を
積極的に支援
11.1%

仕事と介護の
両立支援の必要性
を感じていない
5.0%

わからない
20.1%

無回答
1.4%

推進担当部署に
任せている
48.8%

（備考）
1.  厚生労働省委託事業「平成24年度両立支援ベストプラクティス
普及事業＜企業アンケート調査結果＞」（2012年三菱UFJリ
サーチ＆コンサルティング株式会社）より作成。

2.  調査対象は、従業員 101 人以上の農林水産業、鉱業、公務
を除く全業種。

ｎ＝967

（備考）
1. 厚生労働省委託事業「平成24年度両立支援ベストプラクティス普及事業＜企業アンケート調査結果＞」（2012年　三菱UFJリサーチ＆コンサルティ
ング株式会社）より作成。

2. 調査対象は、従業員101人以上の農林水産業、鉱業、公務を除く全業種。
3. 複数回答。

12.4 

34.8 

12.2 

4.0 

5.5 

1.3 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

定期的に実施している

相談があった人について実施している

介護に関する制度利用の申請の際に
把握している

問題を抱えていそうな人を見つけた際に
実施している

その他

特に把握していない

無回答

（％）

75.8 

n=549
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管理職が仕事と介護との両立支援制度を利用した
場合、長期的な昇進・昇格に影響するかをみると、
「影響しない」及び「あまり影響しない」が多く約

半数となっていますが、一方で「わからない」も
33.6％を占めています（図表3-4-56）。

【図表3-4-56　管理職が仕事と介護の両立支援制度を利用したことによる長期的な昇進・昇格への影響（企業調査）】

企業における仕事と介護の両立支援として重要と
考えられるものをみると、「従業員の仕事と介護の
両立に関する実態・ニーズ把握を行うこと」が最も
多く、次いで「介護休業制度や介護休暇等に関する
法定の制度を整える」、「介護に直面した従業員を対
象に仕事と介護の両立に関する情報提供を行うこ

と」が多くなっています（図表3-4-57-①）。一方、
現在の取組状況としては、「介護休業制度や介護休
暇等に関する法定の制度を整える」が87.2％と最
も多いほかは、１～２割前後にとどまっています
（図表3-4-57-②）。

【図表3-4-57-①　企業における仕事と介護の両立支援として重要と考えられるもの（企業調査）】

やや影響する
10.3%

あまり影響しない
18.8%

無回答
1.4%

影響する
3.7%

影響しない
32.1%

わからない
33.6%

ｎ＝967

（備考）
１．厚生労働省委託事業「平成24年度両立支援ベストプラクティス
普及事業＜企業アンケート調査結果＞」（2012年 三菱 UFJ リ
サーチ＆コンサルティング株式会社）より作成。

２．調査対象は、従業員101人以上の農林水産業、鉱業、公務を除く
全業種。

３．複数回答。

（備考）
1. 厚生労働省委託事業「平成24年度両立
支援ベストプラクティス普及事業＜企業ア
ンケート調査結果＞」（2012年　三菱ＵＦ
Ｊリサーチ＆コンサルティング株式会社）よ
り 作成。

2. 調査対象は、従業員101人以上の農林
水産業、鉱業、公務を除く全業種。

3. 複数回答。

40.8 

28.7 

40.1 

37.4 

43.4 

27.1 

11.6 

2.2 

5.3 

2.4 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0
（％）

介護休業制度や介護休暇等に関する
法定の制度を整える

法定以外の制度等、介護との両立の
ための働き方の取組を充実

介護に直面した従業員を対象に仕事と
介護の両立に関する情報提供を行うこと
介護に直面しているか問わず、仕事と
介護の両立に関する情報提供を行うこと
従業員の仕事と介護の両立に関する

実態・ニーズ把握を行うこと
介護に関する相談窓口や相談担当者を

設けること
介護の課題がある従業員に
経済的な支援を行うこと

その他

わからない

無回答

n=967
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【図表3-4-57-②　仕事と介護の両立支援を目的として取り組んでいること（現在取り組んでいるもの）（企業調査）】

仕事と手助・介護に対する不安感をみると、現
在、手助・介護が必要な親がいるか否かにかかわら

ず、不安を感じている割合は８割弱と高くなってい
ます（図表3-4-58-①）。不安感の具体的な内容とし
ては、「自分の仕事を代わってくれる人がいないこ
と」が最も多く、次いで「介護サービスや施設の利
用方法がわからないこと」となっています（図表
3-4-58-②）。

【図表3-4-58-①　手助・介護が必要な親の有無別の手助・介護の不安感（就労者）】

87.2 

15.8 

18.5 

9.0 

10.9 

11.6 

2.7 

24.8 

2.1 

5.9 

0.2 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

介護休業制度や介護休暇等に関する
法定の制度を整える

法定以外の制度等、
介護との両立のための働き方の取組を充実

介護に直面した従業員を対象に
仕事と介護の両立に関する情報提供を行うこと

介護に直面しているか問わず、
仕事と介護の両立に関する情報提供を行うこと

従業員の仕事と介護の両立に関する
実態・ニーズ把握を行うこと

介護に関する相談窓口や相談担当者を
設けること

介護の課題がある従業員に
経済的な支援を行うこと

制度を利用しやすい職場づくりを行うこと

その他

いずれにも取り組んでいない

無回答

（％）

n=967

（備考）
1. 厚生労働省委託事業「平成24年度両立支援ベストプラクティス普及事業＜企業アンケート調査結果＞」（2012年 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）より作成。
2. 調査対象は、従業員101人以上の農林水産業、鉱業、公務を除く全業種。
3. 複数回答。

24.1

23.4

24.4

52.9 

52.3 

53.2 

11.0 

14.1 

9.7 

2.3 

2.1 

2.3 

9.8 

8.1 

10.4 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就労者全体
（n=1680）

手助・介護が必要な親がいる
（n=482）

手助・介護が必要な親がいない
（n=1198）

非常に不安に感じる 不安を感じる 不安を感じない まったく不安を感じない わからない

（%）

（備考）
１．厚生労働省委託事業「平成24年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（2013年 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）
より作成。

２．集計対象は就労者（40歳代～50歳代の正社員）。
３．「手助」とは、定期的な声かけ（見守り）、食事のしたくや掃除、洗濯などの家事、ちょっとした買い物やゴミ出し、通院の送迎や外出の手助け、入退
院の手続や金銭の管理等。

13．�仕事と介護の両立のために必要な�
こと
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（備考）
1. 厚生労働省委託事業「平成24年度仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（2013年　三菱 UFJリサーチ＆コンサルティン
グ株式会社）より作成。

2. 集計対象は就労者（40歳代～50歳代の正社員）1,294名。
3. 「手助」とは、定期的な声かけ（見守り）、食事のしたくや掃除、洗濯などの家事、ちょっとした買い物やゴミ出し、通院の送迎や外出の手助け、入
　 退院の手続や金銭の管理等。

23.0 

17.5 

14.6 

13.4 

7.8 

12.1 

25.3 

35.8 

11.4 

17.4 

28.4 

29.3 

8.4 

2.5 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

介護休業制度等の両立支援制度がないこと

介護休業制度等の両立支援制度の有無や
内容がわからないこと

介護休業制度等の両立支援制度を利用している
人がいないこと

介護休業制度等の両立支援制度を利用しにくい
雰囲気があること

手助・介護をするなら仕事をやめることを
上司・同僚が望むこと

相談する部署等がないこと、もしくはわからないこと

どのように両立支援制度と介護サービスを組み
合わせれば良いかわからないこと

自分の仕事を代わってくれる人がいないこと

人事評価に悪影響がでる可能性があること

労働時間が長いこと

介護休業制度等の両立支援制度を利用すると
収入が減ること

介護サービスや施設の利用方法がわからないこと

家族・親族の理解・協力が十分得られないこと

その他

（％）

（n=1294）就労者

【図表3-4-58-②　仕事と手助・介護の不安感の具体的な内容�（就労者）】

仕事と介護の両立促進のために必要な勤務先によ
る支援について見ると、「出社・退社時刻を自分の
都合で変えられる仕組み」が30.5％と最も多く、
次いで「残業をなくす／減らす仕組み」が29.4％、
「介護サービス利用費用の助成」が26.4％となって
います（図表3-4-59）。

仕事と介護の両立促進のために必要な地域や社会
による支援としては、「介護に関する情報の普及啓
発」が48.0％と最も多く、次いで「緊急時に対応
できるショートステイの拡大」が44.7％、「精神面
での負担軽減のための相談の充実」が41.3％とな
っています（図表3-4-60）。
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（備考）
1. 厚生労働省委託事業「仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究」（2010年）（みずほ情報総研株式会社）より作成。
2. 調査対象は、以下の３条件を全て満たした者。
　 (1)全国の30歳～64歳までの男性・女性
　 (2)本人または配偶者の家族に65 歳以上の何らかの介護が必要な家族がいる（居住地は問わない）
　 (3)本人がその家族の介護を行っている（自らが「介護を行っている」と考えていればよい）
3. 本調査では対象者（ｎ=3,676）を以下の３グループに分類している。
　 (1)当該家族の介護を始めて以降、仕事を辞めたことがない者：「在職者グループ（継続組）」（ｎ=1,803）
　 (2)当該家族の介護をきっかけとしておおむね過去５年以内に仕事を辞め、現在は仕事に就いている者：「在職者グループ（転職組）」（ｎ=924）
 　(3)当該家族の介護をきっかけとしておおむね過去５年以内に仕事を辞め、現在は仕事に就いていない者：「離職者グループ」（ｎ=949）
4. 複数回答。

29.4 

8.6 12.3 12.9 

30.5 

16.3 
18.4 18.8 17.2 18.8 16.4 

12.1 12.9 11.2 8.2 
13.3 

26.4 

5.8 
0.0 

0

10

20

30

40

50
（％） ※在職者（継続組・転職組）のみの設問

ｎ＝2,727

残
業
を
な
く
す
／
減
ら
す
仕
組
み

在
宅
勤
務
の
仕
組
み

一
日
単
位
の
介
護
休
暇
の
仕
組
み

そ
の
他

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
費
用
の
助
成

無
回
答

深
夜
業
（
午
後
10
時
〜
午
前
5
時
）
を

な
く
す
／
減
ら
す
仕
組
み

所
定
労
働
日
数
を
短
く
す
る
仕
組
み

所
定
労
働
時
間
を
短
く
す
る
仕
組
み

出
社
・
退
社
時
刻
を
自
分
の
都
合
で

変
え
ら
れ
る
仕
組
み

失
効
し
た
有
給
休
暇
を
家
族
介
護
に

充
て
る
た
め
の
積
立
休
暇
の
仕
組
み

介
護
休
業
か
ら
の
復
職
に
当
た
っ
て
の

支
援

介
護
休
業
制
度
の
取
得
上
限
日
数
の

引
き
上
げ

介
護
休
業
制
度
の
取
得
上
限
回
数
の

引
き
上
げ

介
護
休
業
制
度
の
対
象
と
な
る

要
介
護
者
の
範
囲
拡
大

介
護
休
業
制
度
の
対
象
と
な
る

雇
用
条
件
の
拡
大

勤
務
先
の
一
般
社
員
に
対
す
る
仕
事
と

介
護
の
両
立
に
関
す
る
意
識
啓
発

勤
務
先
の
経
営
者
・
管
理
職
に
対
す
る

仕
事
と
介
護
の
両
立
に
関
す
る
意
識
啓
発

介
護
を
理
由
と
し
た
退
職
者
の

登
録
・
再
雇
用
の
仕
組
み

（備考）
1. 厚生労働省委託事業「仕事と介護の両立に関する実態把握のための調査研究」（2010年）（みずほ情報総研株式会社）より作成。
2. 調査対象は、以下３条件を全て満たした者。
 　(1)全国の30歳～64歳までの男性・女性
　 (2)本人または配偶者の家族に65歳以上の何らかの介護が必要な家族がいる（居住地は問わない）
　 (3)本人がその家族の介護を行っている（自らが「介護を行っている」と考えていればよい）
3. 本調査では対象者（ｎ=3,676）を以下の３グループに分類している。
　 (1)当該家族の介護を始めて以降、仕事を辞めたことがない者：「在職者グループ（継続組）」（ｎ=1,803）
　 (2)当該家族の介護をきっかけとしておおむね過去５年以内に仕事を辞め、現在は仕事に就いている者：「在職者グループ（転職組）」（ｎ=924）
　 (3)当該家族の介護をきっかけとしておおむね過去５年以内に仕事を辞め、現在は仕事に就いていない者：「離職者グループ」（ｎ=949）
4. 複数回答。

48.0 

29.5 

41.3 

22.1 

44.7 

36.2 
32.2 

21.7 

37.8 

4.5 
0.0 

0

10

20

30

40

50
（％） ｎ＝3,676

介
護
に
関
す
る
情
報
の

普
及
啓
発

介
護
に
関
す
る
技
術
的
な

相
談
の
充
実

精
神
面
で
の
負
担
軽
減
の

た
め
の
相
談
の
充
実

介
護
者
が
お
互
い
に
情
報

交
換
で
き
る
場
の
設
置

緊
急
時
に
対
応
で
き
る

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
拡
大

早
朝
や
夜
間
も
対
応
で
き
る

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大

介
護
関
連
施
設
の
サ
ー
ビ
ス

の
拡
大

状
況
に
応
じ
て
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

か
ら
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
に
柔
軟
に

移
行
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大

そ
の
他

無
回
答

配
食
サ
ー
ビ
ス
の
拡
大

【図表3-4-59　仕事と介護の両立促進のために必要な勤務先による支援】

【図表3-4-60　仕事と介護の両立促進のために必要な地域や社会による支援】
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男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に

参加するためにはどのようなことが必要と思うかを
聞いたところ（複数回答）、「夫婦や家族間でのコミ
ュニケーションをよくはかること」が59.1％と最
も多く、次いで「職場における上司や周囲の理解を
進めること」が58.5％となりました。（図表3-4-
61）

【図表3-4-61　男性が家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加するために必要なこと】

（備考）
内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（2019 年 9月調査）により作成。

0 10 20 30 40 50 60 70

夫婦や家族間でのコミュニ
ケーションをよくはかること

職場における上司や周囲の
理解を進めること

男性自身の抵抗感をなくすこと

社会の中で、男性による家事・
育児などについての評価を高めること

年配者や周りの人が、夫婦の役割分担
についての当事者の考え方を尊重すること

女性の抵抗感をなくすこと

多様な働き方の普及により、仕事以外の
時間を多く持てるようにすること

男性が仲間（ネットワーク）
づくりを進めること

啓発や情報提供、相談窓口の
設置、技能の研修を行うこと

その他

特に必要なことはない

（％）
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56.0 

46.9 

40.5 
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33.8 

27.9 

25.3 

0.9 

4.3 

14．�男性が家事、子育て、介護、地域活動
に積極的に参加するために必要な
こと
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